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目黒区立図書館無線ＬＡＮサービスの利用に関する要綱 

 

令和６年１月１１日付け目教八図第２９９８号決定 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、目黒区立図書館（以下「図書館」という。）が整備するＷｉ-Ｆｉ

により提供する無線ＬＡＮサービス（以下「サービス」という。）の利用に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（提供の目的） 

第２条  図書館は、図書館の利用者に対して、インターネットの活用による調査研究及

び学習に関する情報収集の支援を目的としてサービスを提供する。 

（利用資格） 

第３条  利用者は、本要綱に合意のうえ、図書館の定める方法により利用認証を行っ

て、サービスを利用することができる。ただし、災害等の非常時には、利用認証を

経ずに接続を可能とする場合がある。 

２ 利用者は、本要綱に定めるもののほか、サービスの利用に際し、不正アクセス行

為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）その他関係法令等を遵守し

なければならない。 

（利用場所） 

第４条  サービスを利用できる場所は、次の各号に掲げる図書館の一定の範囲内とす

る。 

（１）八雲中央図書館 

（２）大橋図書館 

（３）中目黒駅前図書館 

（４）目黒区民センター図書館 

（５）守屋図書館 

（６）目黒本町図書館 

（７）洗足図書館 

（８）緑が丘図書館 

（利用時間） 

第５条  サービスを利用できる時間は、各図書館の開館時間に準ずる。 

（利用料金） 

第６条  サービスの利用は無料とする。 

（利用機器） 

第７条  サービスを利用するためのパソコン等の機器は、利用者が準備し、接続に係る

機器の設定は、利用者自身が行うものとする。 



2 

（提供の休止） 

第８条  図書館は、次のいずれかの理由に該当するときは、サービスの提供を休止でき

るものとする。 

（１）システムに係る機器又はネットワークの障害その他のやむを得ない事由がある

場合 

（２）システムの保守又は工事を行う場合 

（３）その他図書館の運営上、一時的な中断が必要であると判断した場合 

（禁止事項） 

第９条  利用者は、サービスの利用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）他の利用者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは著作権その他の権利

を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為 

（２）公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情

報を提供する行為 

（３）犯罪行為若しくは犯罪行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為 

（４）サービスを通じて又はサービスに関連して、コンピュータウイルス等の有害な

プログラムを使用し、又は提供する行為 

（５）ゲーム、電子商取引等公共の施設では相応しくない行為 

（６）通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特

定多数の者に大量のメールを送信する行為 

（７）他の利用者と共に、組織的な活動等にサービスを利用する行為（区の認めるも

のを除く。） 

（８）前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行

為又は区が不適切であると判断する行為 

（利用の制限・停止） 

第１０条  利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該利用者に係るサ

ービスの利用を制限し、又は停止することができるものとする。 

（１）前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

（２）前号に定めるもののほか、要綱に違反した場合 

（３）その他サービスの利用者として不適切と図書館が判断した場合 

（免責事項） 

第１１条  次の各号に掲げる事項について、図書館は一切の責任を負わない。 

（１）サービスを利用して得た情報等の内容の完全性、正確性、確実性、有用性 

（２）フィルタリングの機能により、公序良俗に反するサイト、反社会的な有害サイ

ト等の一部のサイトへの接続ができないこと及びこれらの接続可否に関する個別

の問合せへの回答をしないこと 
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（３）サービスを利用した場合において、その提供の遅滞、変更、停止又は廃止によ

り発生した損害 

（４）サービスの利用により生じた個人情報の漏えい、コンピュータウイルスの感染

その他の損害 

（５）有料サービスの提供を受けたことによる費用の負担 

（６）機器又はソフトウェアの設定、規格又は種類その他これに類する事由により、

サービスを利用できないこと 

（７）サービスを利用したことにより他の利用者や第三者との間に生じた損害及び紛

争 

２ 図書館は、サービスの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特

定のウェブサイトへの接続を制限することができる。 

（要綱の変更） 

第１２条  図書館は、利用者に予告なくこの要綱を改正することができる。 

 

附則 

この要綱は、令和６年１月１２日から施行する。 


